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武蔵野市まちづくり条例 

平成20年９月19日条例第39号 

改正 平成23年12月13日条例第30号 

改正 平成26年３月18日条例第10号 

改正 平成29年３月22日条例第16号 

改正 令和２年６月25日条例第36号 

改正 令和７年３月17日条例第19号 
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第７章 雑則（第69条─第79条） 

第８章 罰則（第80条・第81条） 

付則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、武蔵野市（以下「市」という。）のまちづくりにあたっての基本的な考え方、

都市計画等の決定等における市民参加の手続、開発事業等に係る手続及び基準等を定めることに

より、市民等、開発等事業者及び市が協力し、かつ、持続可能な都市を目指して計画的にまちづ

くりを進め、もって、快適で豊かな都市環境を形成することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) まちづくり 建築物の建築、道路、公園等の施設の整備、開発行為等又はこれらに伴う環

境、景観及び緑の保全若しくは形成その他の物的又は空間的な都市の整備をいう。 

(２) 住民 市の区域内に居住し、又は市の区域内で事業を営む者をいう。 

(３) 住民等 住民又は土地所有者等をいう。 

(４) 市民等 住民等、市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内に存す

る学校（学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する学校、専修学校又は各種学校をいう。）

に在学する者をいう。 

(５) 土地所有者等 市の区域内に土地若しくは建築物を所有する者又は市の区域内の土地につ

いて建築物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者をいう。 

(６) 近隣関係住民 次に掲げる者（規則で定める者を除く。）をいう。 

ア 開発区域の境界線から20メートル若しくは開発事業に係る建築物の敷地境界線から当該建

築物の高さの２倍に相当する距離のいずれか長い水平距離の範囲内に居住し、若しくは事業

を営む者又は当該範囲内にある土地若しくは建築物を所有する者（イ又はウに該当する者を

除く。） 

イ 第33条第４号に規定する大規模開発事業を行う場合における当該大規模開発事業の区域の

境界線から20メートル若しくは当該大規模開発事業に係る建築物の敷地境界線から当該建築

物の高さに相当する距離のいずれか長い水平距離の範囲内に居住し、若しくは事業を営む者

又は当該範囲内にある土地若しくは建築物を所有する者 
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ウ 第40条第１項第７号に規定する一般開発事業を行う場合における当該一般開発事業の区域

の境界線から20メートルの範囲内に居住し、若しくは事業を営む者又は当該範囲内にある土

地若しくは建築物を所有する者 

エ 第22条第１項の地区まちづくり協議会（その定める第21条の地区まちづくり計画に係る地

区の区域に開発区域の全部又は一部を含む場合に限る。） 

オ その他交通環境の変化等の見込みにより市長が特に関係があると認める者 

(７) 開発事業 第33条の大規模開発事業又は第40条第１項の一般開発事業をいう。 

(８) 特定事業 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第138条第１項各号、第２項各号若

しくは第４項各号に掲げる工作物のうち規則で定めるものの築造又は第21条の地区まちづくり

計画を基に当該地区まちづくり計画に係る地区の区域内における良好な景観の保全若しくは形

成に対する配慮（以下「景観配慮」という。）が必要な行為として武蔵野市長（以下「市長」

という。）が指定するものをいう。 

(９) 開発等事業 開発事業、特定事業又は建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項（同

法第87条第１項又は第88条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）若しくは同

法第６条の２第１項（同法第87条第１項又は第88条第１項若しくは第２項において準用する場

合を含む。）に規定する確認の申請（開発事業又は特定事業に係るものを除く。以下「建築確

認申請」という。）が必要な行為をいう。 

(10) 開発事業者 開発事業を行おうとする者又は行う者をいう。 

(11) 特定事業者 特定事業を行おうとする者又は行う者をいう。 

(12) 開発等事業者 開発等事業を行おうとする者又は行う者をいう。 

(13) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。 

(14) 開発行為 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第４条第12項の開発

行為のうち、法第29条第１項の許可が必要なものをいう。 

(15) 建築 建築基準法第２条第13号の建築のうち、建築物を新築し、又は改築することをいう。 

(16) 集客施設 飲食店、小売店舗、銀行の店舗、映画館、ボーリング場、ぱちんこ屋、ホテル

その他の不特定又は多数の者が利用する用途に供する建築物で、規則で定めるものをいう。 

(17) 中高層建築物 高さが10メートルを超える建築物（第一種低層住居専用地域及び第二種低

層住居専用地域にあっては軒の高さが７メートルを超える建築物又は地階を除く階数が３以上

である建築物を含む。）をいう。 

(18) 特定集合住宅等 共同住宅若しくは長屋又は老人ホームその他これに類するものとして規
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則で定めるもの（以下「老人ホーム等」という。）若しくは寄宿舎であって、人の居住の用に

供する独立部分を15戸（老人ホーム等及び寄宿舎にあっては、15室）以上有するものをいう。 

(19) 公園等 開発事業者が整備する公園、緑地又は広場で日常一般に開放されるものをいう。 

(20) 旅館業 旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第２項に規定する旅館・・ホテル営業及び

同条第３項に規定する簡易宿所営業をいう。 

２ この条例に定めるものを除くほか、この条例で使用する用語は、法及び建築基準法で使用する

用語の例による。 

（市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を実現するため、第６条第１項のまちづくり計画に基づいて、必要

な施策を実施しなければならない。 

２ 市は、市民等及び開発等事業者に対しまちづくりに関する情報を提供するとともに、市民等の

意見が市のまちづくりに反映されるよう努めなければならない。 

３ 市は、市民等が取り組むまちづくりに関する活動を支援しなければならない。 

（市民等の責務） 

第４条 市民等は、地域のまちづくりに関する活動に主体的に取り組み、良好なまちづくりの実現

に努めなければならない。 

２ 市民等は、市のまちづくりに積極的に参加するとともに、必要な提案を行うよう努めなければ

ならない。 

（開発等事業者の責務） 

第５条 開発等事業者は、開発等事業が周辺の環境に与える影響に配慮するとともに、良好な環境

が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。 

２ 開発等事業者は、市が実施するまちづくりに関する施策に協力しなければならない。 

３ 開発等事業者は、開発等事業に伴う紛争の予防及び解決に努めなければならない。 

第２章 まちづくり計画等 

（まちづくり計画等） 

第６条 市におけるまちづくりに関する計画（以下「まちづくり計画」という。）は、次に掲げる

計画とする。 

(１) 武蔵野市自治基本条例（令和２年３月武蔵野市条例第２号）第23条第１項の規定により策

定する武蔵野市長期計画 

(２) 法第18条の２第１項の規定により定める武蔵野市都市計画マスタープラン（以下この章に
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おいて「都市計画マスタープラン」という。） 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市のまちづくりの基本となる計画で、市長が指定するもの 

２ 市、市民等及び開発等事業者は、まちづくり計画を遵守しなければならない。 

３ 市、市民等及び開発等事業者は、武蔵野市景観ガイドライン（市の良好な景観の保全又は形成

に関する指針として市長が定めるものをいう。以下「景観ガイドライン」という。）を遵守する

よう努めなければならない。 

（都市計画マスタープランの変更の手続） 

第７条 市長は、都市計画マスタープランを変更する場合であって、その変更の案の内容となるべ

き事項（以下この条において「変更の原案」という。）を作成しようとするときは、当該変更の

原案に市民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は、変更の原案を作成したときは、その旨並びに当該変更の原案の縦覧の場所及び期間を

公告し、当該変更の原案を当該公告の日から４週間公衆の縦覧に供するものとする。 

３ 市民等は、前項の規定による公告があったときは、当該公告の日から同項の縦覧期間満了の日

までに、当該変更の原案について、市長に対し意見書を提出することができる。 

４ 市長は、都市計画マスタープランの変更の案（以下この条において「変更の案」という。）を

作成したときは、その旨並びに当該変更の案の縦覧の場所及び期間を公告するとともに、当該変

更の案に前項の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書に対する市長の見解を記載し

た書面を添えて、当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供するものとする。 

５ 市民等は、前項の規定による公告があったときは、当該公告の日から同項の縦覧期間満了の日

までに、当該変更の案について、市長に対し意見書を提出することができる。 

６ 市長は、都市計画マスタープランの変更を決定しようとするときは、変更の案に前項の規定に

より提出された意見書の要旨を記載した書面を添えて、武蔵野市都市計画審議会条例（昭和44年

12月武蔵野市条例第36号）第１条の武蔵野市都市計画審議会（以下「都市計画審議会」という。）

の意見を聴くものとし、当該意見を考慮して都市計画マスタープランの変更を決定するものとす

る。 

７ 市長は、都市計画マスタープランの変更を決定したときは、その旨を公告するとともに、当該

変更後の都市計画マスタープランに第５項の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書

に対する市長の見解を記載した書面を添えて、当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供するもの

とする。 

（都市計画マスタープランの変更の手続の特例） 



6/44 

第８条 市長は、法第19条第１項の規定による都市計画の決定又は法第21条第１項の規定による都

市計画の変更に伴い、都市計画マスタープランの一部を変更する必要があると認めるときは、前

条第１項から第３項までの規定を適用しないことができる。 

２ 前項に規定するもののほか、市長は、緊急に都市計画マスタープランの一部を変更する必要が

あると認めるときは、前条第１項から第３項までの規定を適用しないことができる。 

第３章 まちづくり委員会及び景観専門委員 

（まちづくり委員会の設置等） 

第９条 市のまちづくりに関する事項（法第77条の２第１項の規定による都市計画審議会の調査審

議に係る事項を除く。）を審議するため、武蔵野市まちづくり委員会（以下「まちづくり委員会」

という。）を置く。 

２ まちづくり委員会は、市長の求めに応じ、市のまちづくりに関して市長に意見を述べることが

できる。 

３ まちづくり委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

（調整会の主宰） 

第10条 第61条第１項の調整会は、まちづくり委員会が主宰するものとする。 

（景観専門委員の設置等） 

第10条の２ 市の景観の保全又は形成に関する事項を検討するため、武蔵野市景観専門委員（以下

「景観専門委員」という。）を置く。 

２ 景観専門委員は、景観の保全又は形成に関し専門的な知識を有する者のうちから、市長が委嘱

する。 

３ 景観専門委員は、市長の求めに応じ、市の景観の保全又は形成に関して市長に意見を述べるこ

とができる。 

４ 景観専門委員について必要な事項は、規則で定める。 

（まちづくり委員会及び景観専門委員の連携） 

第10条の３ まちづくり委員会及び景観専門委員は、市のまちづくりに資するため、必要に応じて、

相互に連携するものとする。 

第４章 都市計画等の決定等に関する手続 

第１節 都市計画の決定等に関する手続 

（都市計画の案の作成の手続） 

第11条 市長は、都市計画の案（地区計画等に関するものを除く。以下この節において同じ。）を
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作成しようとするときは、その旨及び次に掲げる事項を公告し、当該都市計画の案の内容となる

べき事項（以下この条において「都市計画の原案」という。）に当該都市計画の決定又は変更を

しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から３週間公衆の縦覧に供するととも

に、住民等を対象とする当該都市計画の原案に関する説明会を開催するものとする。 

(１) 都市計画の種類、名称、位置及び区域 

(２) 都市計画の原案の概要 

(３) 都市計画の原案の縦覧の場所及び期間 

(４) 説明会の開催の日時及び場所 

２ 法第17条第２項の住民及び利害関係人は、前項の規定による公告があったときは、当該公告の

日から同項の縦覧期間満了の日までに、当該都市計画の原案について、市長に対し意見書を提出

することができる。 

３ 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、必要と認めるときは、都市計画審議

会の意見を聴くことができる。 

４ 市長は、規則で定める軽微な都市計画の決定又は変更については、第１項及び第２項の規定を

適用しないことができる。 

５ 市長は、法第15条の２第１項の規定による申出に係る東京都が定める都市計画の案の内容とな

るべき事項を作成しようとするときは、第１項及び第２項に規定する手続を経るよう努めるもの

とする。 

（都市計画の決定等の手続） 

第12条 市長は、法第17条第１項（法第21条第２項において準用する場合を含む。）の規定により

都市計画の案を縦覧に供するときは、併せて、前条第２項の規定により提出された意見書の要旨

及び当該意見書に対する市長の見解を記載した書面を添えるものとする。 

２ 市長は、法第20条第１項（法第21条第２項において準用する場合を含む。）の規定による告示

をしたときは、法第17条第２項の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書に対する市

長の見解を記載した書面を当該告示の日から２週間公衆の縦覧に供するものとする。 

第２節 都市計画の決定等の提案に関する手続 

（都市計画提案をすることができる団体） 

第13条 法第21条の２第２項の条例で定める団体は、次に掲げる団体とする。 

(１) 第22条第１項の地区まちづくり協議会 

(２) 市の区域内に存する団体のうち、規則で定める要件を満たす団体であって、市長が認める
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もの 

（都市計画提案をすることができる面積の規模） 

第14条 都市計画法施行令（昭和44年政令第158号。以下「令」という。）第15条ただし書の規定に

より条例で定める法第21条の２第１項又は第２項の規定による都市計画の決定又は変更の提案

（以下この節において「都市計画提案」という。）に係る面積の規模は、3,000平方メ－トルとす

る。 

２ 前条に規定する団体が都市計画提案をする場合においては、法第21条の２第２項に規定する土

地の区域の過半が当該団体について定められる土地の区域でなければならない。 

（都市計画提案に係る判断等） 

第15条 市長は、都市計画提案があったときは、その旨を公表するとともに、当該都市計画提案に

係る都市計画の素案を当該公表の日から次項の規定による公表の日まで公衆の縦覧に供するもの

とする。 

２ 市長は、法第21条の３の規定による判断（以下この節において「都市計画提案に係る判断」と

いう。）をしたときは、その旨及び当該都市計画提案に係る判断の内容を当該都市計画提案をし

た者に通知するとともに、当該都市計画提案に係る判断をした旨を公表し、当該都市計画提案に

係る判断の内容を記載した書面に当該都市計画提案に係る都市計画の素案を添えて、当該公表の

日から２週間公衆の縦覧に供するものとする。 

（都市計画提案に係る判断の基準） 

第16条 都市計画提案に係る判断は、法令に規定するもののほか、次に定める基準に基づいて行う

ものとする。 

(１) 都市計画提案に係る都市計画の内容がまちづくり計画に適合するものであること。 

(２) 都市計画提案に係る都市計画の内容について、規則で定める合理的な根拠があること。 

(３) 都市計画提案に係る土地の区域について、規則で定める合理的な根拠があること。 

(４) 都市計画提案に係る都市計画の内容について、規則で定めるところにより、住民等の意見

の聴取を行っていること。 

(５) 都市計画提案に係る都市計画の内容が、関係する条例及び規則の規定に適合していること。 

第３節 地区計画等の決定等に関する手続 

（地区計画等の案の作成の手続等） 

第17条 法第16条第２項の規定による地区計画等の案の作成の手続及び同条第３項の地区計画等の

案の内容となるべき事項（以下この節において「地区計画等の住民原案」という。）の申出の方
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法については、この節の定めるところによる。 

（地区計画等の住民原案の申出の要件） 

第18条 地区計画等の住民原案の申出をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者

とする。 

(１) 地区計画等の住民原案に係る区域内の土地所有者等 

(２) まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法

（平成10年法律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法人であって、その事務所の所在地が

市の区域内にあるもの 

(３) 第13条に規定する団体の代表者 

２ 地区計画等の住民原案の申出の要件は、次に定めるとおりとする。 

(１) 地区計画等の住民原案が法その他関係法令に適合していること。 

(２) 地区計画等の住民原案に係る区域は一団の土地であり、かつ、当該区域の面積の規模は

3,000平方メートル以上であること。 

(３) 地区計画等の住民原案に係る土地の区域（当該地区計画等の住民原案に土地利用の規制の

緩和に関する事項を含むときは、当該区域及びその周辺の区域）の住民等を対象とする当該地

区計画等の住民原案の申出に関する説明会を開催し、その意見を聴取していること。 

(４) 地区計画等の住民原案に係る土地（国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設（道

路、公園その他公共の用に供する施設をいう。以下同じ。）の用に供されているものを除く。

以下この条において同じ。）の区域内の土地の土地所有者等の２分の１以上の同意（同意をし

た者が所有する当該区域内の土地の地積と同意をした者が有する借地権の目的となっている当

該区域内の土地の地積の合計が、当該区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地

の総地積との合計の２分の１以上となる場合に限る。）を得ていること。 

（地区計画等の住民原案の申出の手続等） 

第19条 地区計画等の住民原案の申出をしようとする者は、規則で定める書類を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 地区計画等の住民原案の申出をしようとする者は、当該申出の前に、規則で定めるところによ

り、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、地区計画等の住民原案の申出があったときは、その旨を公表するとともに、当該地区

計画等の住民原案を当該公表の日から第６項の規定による公表の日まで公衆の縦覧に供するもの

とする。 
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４ 市長は、地区計画等の住民原案の申出があったときは、当該地区計画等の住民原案の申出を踏

まえた地区計画等（当該申出に係る地区計画等の住民原案の内容の全部又は一部を実現すること

となる地区計画等をいう。以下この節において同じ。）の決定又は変更をする必要があるかどう

かの判断（以下この節において「地区計画等の住民原案の申出に係る判断」という。）をし、当

該地区計画等の決定又は変更をする必要があると認めるときは、地区計画等の案の内容となるべ

き事項（以下この節において「地区計画等の市原案」という。）を作成するものとする。 

５ 第16条の規定は、地区計画等の住民原案の申出に係る判断について準用する。この場合におい

て、同条中「都市計画提案」とあるのは「地区計画等の住民原案の申出」と、「都市計画」とあ

るのは「地区計画等」とする。 

６ 市長は、地区計画等の住民原案の申出に係る判断をしたときは、その旨及び当該地区計画等の

住民原案の申出に係る判断の内容を当該地区計画等の住民原案の申出をした者に通知するととも

に、当該地区計画等の住民原案の申出に係る判断をした旨を公表し、当該地区計画等の住民原案

の申出に係る判断の内容を記載した書面に当該地区計画等の住民原案を添えて、当該公表の日か

ら２週間公衆の縦覧に供するものとする。 

７ 市長は、地区計画等の住民原案の申出に係る判断をし、当該地区計画等の決定又は変更をする

必要がないと認めるときは、前項の規定による通知をするにあたり、あらかじめ、都市計画審議

会に当該地区計画等の住民原案を提出してその意見を聴かなければならない。 

（地区計画等の案の作成の手続等） 

第20条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、その旨及び次に掲げる事項を公告し、

当該地区計画等の市原案に当該地区計画等の決定又は変更をしようとする理由を記載した書面を

添えて、当該公告の日から３週間公衆の縦覧に供するものとする。 

(１) 地区計画等の種類、名称、位置及び区域 

(２) 地区計画等の市原案の縦覧の場所及び期間 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合において、必要と

認めるときは、当該地区計画等の案に関する説明会の開催その他の措置を講ずるものとする。 

３ 法第16条第２項に規定する者は、第１項の規定による公告があったときは、当該公告の日から

同項の縦覧期間満了の日までに、当該地区計画等の市原案について、市長に対し意見書を提出す

ることができる。 

４ 市長は、法第19条第１項（法第21条第２項において準用する場合を含む。）の規定により地区

計画等の住民原案の申出を踏まえた地区計画等の案を都市計画審議会に付議しようとするときは、
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当該地区計画等の案に併せて、当該地区計画等の住民原案を提出するものとする。 

５ 市長は、法第17条第１項（法第21条第２項において準用する場合を含む。）の規定により地区

計画等の案を縦覧に供するときは、併せて、第３項の規定により提出された意見書の要旨及び当

該意見書に対する市長の見解を記載した書面を添えるものとする。 

第４節 地区まちづくり計画 

（地区まちづくり計画の認定） 

第21条 市長は、次条第１項の地区まちづくり協議会が定める当該地区のまちづくりに関する計画

（面積が1,000平方メ－トル以上の一団の土地において、開発事業その他土地の利用、環境の保全

等に関する基準等を定め、当該地区の住民等が主体となって、当該地区の特性を生かしたまちづ

くりを推進するための計画をいう。）を、地区まちづくり計画として認定することができる。 

（地区まちづくり協議会の認定等） 

第22条 市長は、住民等による団体で、規則で定める要件を満たすものを地区まちづくり協議会と

して認定することができる。 

２ 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより、市長に

申請しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による認定をしたときはその旨を前項の規定による申請をした者に通知

するとともに、これを公表し、当該認定をしないときはその旨を当該者に通知するものとする。 

４ 第１項の規定による認定を受けた地区まちづくり協議会の代表者は、同項に規定する要件に関

する事項について変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

５ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。 

６ 市長は、地区まちづくり協議会の代表者から当該地区まちづくり協議会の解散の届出があった

ときは、第１項の規定による認定を取り消し、その旨を公表するものとする。 

７ 市長は、地区まちづくり協議会が第１項に規定する要件を満たさないこととなったとき又はそ

の活動がこの条例の目的若しくはその会則、規約等に反することとなったと認めるときは、同項

の規定による認定を取り消すことができる。 

８ 市長は、前項の規定による取消しをするときは、その旨を当該地区まちづくり協議会の代表者

に通知するとともに、これを公表するものとする。 

（地区まちづくり計画の認定の申請） 

第23条 地区まちづくり協議会の代表者は、第21条の規定による認定を受けようとするときは、規
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則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。 

２ 地区まちづくり協議会は、前項の規定による申請をしようとするときは、次に掲げる要件を満

たさなければならない。 

(１) 地区まちづくり計画が法その他関係法令に適合していること。 

(２) 地区まちづくり計画に係る地区の区域内の住民等を対象とする当該地区まちづくり計画に

関する説明会を開催し、その意見を聴取していること。 

(３) 地区まちづくり計画に係る土地（国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用

に供されているものを除く。以下この条において同じ。）の区域内の土地の土地所有者等の２

分の１以上の同意（同意をした者が所有する当該区域内の土地の地積と同意をした者が有する

借地権の目的となっている当該区域内の土地の地積の合計が、当該区域内の土地の総地積と借

地権の目的となっている土地の総地積との合計の２分の１以上となる場合に限る。）を得てい

ること。 

（地区まちづくり計画の認定の手続） 

第24条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その旨を公表するとともに、当該

申請に係る地区まちづくり計画の案を当該公表の日から第５項の規定による公表の日まで公衆の

縦覧に供するものとする。 

２ 住民等は、前項の規定による公表があったときは、当該公表の日から２週間以内に、当該地区

まちづくり計画の案について、市長に対し意見書を提出することができる。 

３ 市長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、当該意見書の写しを当該地区まちづく

り協議会の代表者に送付するものとする。 

４ 地区まちづくり協議会の代表者は、前項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、速

やかに、当該意見書に対する回答書を市長に提出しなければならない。 

５ 市長は、前項の規定により回答書が提出されたときは、その旨を公表するとともに、第２項の

規定により提出された意見書及び当該回答書に当該地区まちづくり計画の案を添えて、当該公表

の日から第９項の規定による公表の日まで公衆の縦覧に供するものとする。 

６ 市長は、第２項の規定により提出された意見書及び第４項の規定により提出された回答書の内

容を考慮し、地区まちづくり計画として認定するかどうかを判断するものとする。 

７ 第16条の規定は、前項の規定による判断について準用する。この場合において、同条中「都市

計画提案に係る判断」とあるのは「第24条第６項の規定による判断」と、「都市計画提案に係る

都市計画」とあるのは「地区まちづくり計画」と、「都市計画提案に係る土地」とあるのは「地
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区まちづくり計画に係る土地」と読み替えるものとする。 

８ 市長は、次項の規定による認定をしようとする場合において、必要と認めるときは、まちづく

り委員会の意見を聴くことができる。 

９ 市長は、第６項の規定による判断をし、当該地区まちづくり計画を認定し、又は認定しないこ

とを決定したときは、その旨及び当該判断の内容を当該地区まちづくり協議会の代表者に通知す

るとともに、当該判断をした旨を公表し、当該判断の内容を記載した書面に当該地区まちづくり

計画の案並びに第２項の規定により提出された意見書及び第４項の規定により提出された回答書

を添えて、当該公表の日から２週間公衆の縦覧に供するものとする。 

（地区まちづくり計画の変更等） 

第24条の２ 次項に定める場合を除くほか、前２条の規定は、地区まちづくり計画の変更（規則で

定める軽微な変更を除く。）又は廃止について準用する。 

２ 前条第９項の規定による認定を受けた地区まちづくり計画に係る地区の区域（以下この項にお

いて「現区域」という。）に隣接する区域を現区域に追加する変更をしようとする場合は、当該

追加する区域について、前２条の規定を準用する。この場合において、第23条第２項第１号中「地

区まちづくり計画」とあるのは「第24条の２第２項に規定する追加する区域に係る地区まちづく

り計画（以下単に「地区まちづくり計画」という。）」と、同項第２号中「住民等」とあるのは

「住民等及び第24条の２第２項に規定する現区域に係る地区まちづくり協議会」と読み替えるも

のとする。 

３ 市長は、第22条第６項又は第７項の規定により地区まちづくり協議会の認定を取り消したとき

は、当該地区まちづくり協議会に係る前条第９項の規定による地区まちづくり計画の認定を取り

消すことができる。この場合において、市長が必要と認めるときは、まちづくり委員会の意見を

聴くことができる。 

４ 市長は、前項の規定により地区まちづくり計画の認定を取り消すことを決定したときは、その

旨を公表するとともに、当該取消しの内容を記載した書面及び当該地区まちづくり計画を当該公

表の日から２週間公衆の縦覧に供するものとする。 

（地区まちづくり計画の推進） 

第25条 市長及び地区まちづくり協議会は、第24条第９項（前条第１項及び第２項において準用す

る場合を含む。）の規定により地区まちづくり計画が認定されたときは、当該地区まちづくり計

画に係る協定を締結し、その実現に努めるものとする。 

（地区まちづくり景観誘導基準） 
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第25条の２ 市長は、第21条の規定により地区まちづくり計画の認定をしたときは、地区まちづく

り景観誘導基準（当該地区まちづくり計画を基にした当該地区まちづくり計画に係る地区の区域

内における良好な景観の保全又は形成に関する基準をいう。以下同じ。）を定めることができる。 

２ 市長は、前項の規定により地区まちづくり景観誘導基準を定めようとするときは、あらかじめ、

当該地区まちづくり景観誘導基準に係る地区まちづくり計画に係る地区まちづくり協議会の意見

を聴かなければならない。地区まちづくり景観誘導基準の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）

をしようとする場合も、同様とする。 

３ 市長は、第24条の２第３項の規定により地区まちづくり景観誘導基準に係る地区まちづくり計

画の認定を取り消したときその他規則で定める事由に該当するときは、当該地区まちづくり景観

誘導基準を廃止することができる。 

（地区まちづくり準備会） 

第26条 住民等は、地区まちづくり協議会を設立することを目的として、地区まちづくり準備会を

設立することができる。 

２ 住民等は、前項の地区まちづくり準備会を設立したときは、規則で定めるところにより、その

旨を市長に届け出て、その登録を受けることができる。 

第４節の２ 景観まちづくり協定 

（景観まちづくり協定の登録） 

第26条の２ 市長は、規則で定める要件を満たす住民等が締結した協定（良好な景観の保全又は形

成に関する基準を定め、当該住民等が主体となって、当該協定で定める地区の特性を生かした良

好な景観の保全又は形成を図るための協定をいう。）を、景観まちづくり協定として登録するこ

とができる。 

（景観まちづくり協定の登録の届出） 

第26条の３ 前条の住民等は、同条の規定による登録を受けようとするときは、規則で定めるとこ

ろにより、市長に届け出なければならない。この場合において、当該届出に係る協定は、法その

他関係法令に適合しているものでなければならない。 

（景観まちづくり協定の登録の手続） 

第26条の４ 市長は、前条の規定による届出があったときは、その内容を審査し、景観まちづくり

協定として登録するかどうかを判断するものとする。 

２ 第16条（第４号の規定を除く。）の規定は、前項の規定による判断について準用する。この場

合において、同条中「都市計画提案に係る判断」とあるのは「第26条の４第１項の規定による判
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断」と、「都市計画提案に係る都市計画」とあるのは「景観まちづくり協定」と、「都市計画提

案に係る土地」とあるのは「景観まちづくり協定に係る土地」と読み替えるものとする。 

３ 市長は、次項の規定による登録をしようとする場合において、必要と認めるときは、まちづく

り委員会の意見を聴くことができる。 

４ 市長は、第１項の規定による判断をし、当該景観まちづくり協定を登録し、又は登録しないこ

とを決定したときはその旨及び当該判断の内容を当該登録の届出をした住民等に通知するととも

に、登録することを決定したときは当該判断をした旨及び当該景観まちづくり協定の内容を公表

するものとする。 

（景観まちづくり協定の変更等） 

第26条の５ 前２条の規定は、景観まちづくり協定の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）に

ついて準用する。 

２ 市長は、第26条の２の規定による登録を受けた景観まちづくり協定に係る届出を行った住民等

（以下この条において「住民等」という。）から当該登録の取消しの届出があったときは、当該

登録を取り消し、その旨を公表するものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市長は、住民等の活動がこの条例の目的に反することとなったと認

めるときは、第26条の２の規定による登録を取り消すことができる。 

４ 市長は、前項の規定による取消しをするときは、その旨を住民等に通知するとともに、その旨

を公表するものとする。 

第５節 建築協定 

（建築協定） 

第27条 建築基準法第69条の規定に基づき、市の区域内において、土地の所有者又は建築物の所有

を目的とする地上権若しくは賃借権（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかな

ものを除く。）を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商

店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善する

ため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する

基準についての協定（以下この節において「建築協定」という。）を締結することができる。 

２ 建築協定の内容は、建築基準法第６条第１項の建築基準関係規定に適合するものでなければな

らない。 

３ 前２項に定めるもののほか、建築協定に関し必要な事項は、規則で定める。 

第５章 開発事業等の調整の仕組み 
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第１節 建築計画に関する事前調整 

（建築計画に関する事前調整） 

第28条 建築確認申請を行おうとする建築主又は特定事業を行おうとする者は、当該建築確認申請

又は特定事業に係る計画について、市長が別に定める手続により、あらかじめ、市長とまちづく

りに関する調整（以下この条において「事前調整」という。）を行わなければならない。 

２ 市長は、事前調整において、まちづくり計画と整合した良好なまちづくりを推進するために必

要があると認めるときは、当該事前調整を行う者に対し、必要な指導及び助言を行うことができ

る。 

第２節 大規模土地取引の届出等 

（大規模土地取引行為の届出） 

第29条 市の区域内の土地について、面積が3,000平方メートル以上の一団の土地に関する所有権、

地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利（以下この節において「土地に

関する権利」という。）を有する者は、当該土地に関する権利の移転又は設定（対価を得て行わ

れる移転又は設定に限る。）を行う契約（予約を含む。以下「大規模土地取引行為」という。）

を締結しようとする場合は、当該大規模土地取引行為を締結しようとする日の３月前までに、規

則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得

ない理由があると認める場合は、この限りでない。 

（大規模土地取引行為に係る土地の利用に関する助言） 

第30条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出の内容をまちづくり計画

の主旨に照らして必要があると認めるときは、当該届出を行った者に対し、当該届出があった大

規模土地取引行為に係る土地の利用について助言を行うことができる。 

（権利取得者による届出） 

第31条 大規模土地取引行為により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者（以下

「権利取得者」という。）は、当該大規模土地取引行為を締結したときは、当該締結した日から

２週間以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対して、当該届出があっ

た大規模土地取引行為に係る土地に関し必要な情報の提供を行うものとする。 

（権利取得者による開発事業に関する標識の設置等） 

第32条 権利取得者は、前条第１項の規定による届出を行った日から１週間以内に、規則で定める

ところにより、当該大規模土地取引行為に係る土地の区域内に予定する開発等事業に関する事項
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を表示する標識を設置しなければならない。ただし、当該大規模土地取引行為の目的が開発等事

業を行うものでない場合は、この限りでない。 

２ 権利取得者は、前項の規定により標識を設置したときは、当該設置した日から１週間以内に、

規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するとともに、当該届出に係る

書類及び前条第１項の規定による届出に係る書類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（大規模土地取引行為に係る土地の利用に対する意見書の提出等） 

第32条の２ 住民等は、前条第３項の規定による公表があった日から２週間以内に、当該大規模土

地取引行為に係る土地の利用について、市長に対し、意見書（まちづくり計画に関連するものに

限る。）を提出することができる。 

２ 市長は、前項の規定による意見書の提出を受けたときは、速やかに、当該意見書の写しを権利

取得者に送付するものとする。この場合において、まちづくり計画に照らして必要があると認め

るときは、市長の見解を記載した書面を添えることができる。 

３ 権利取得者は、前項前段の規定により意見書の写しの送付を受けた場合において、当該意見書

に市長の見解を記載した書面が添付されているときは、市長に対し、第３節以降の手続を開始す

る前までに、当該意見書及び市長の見解に対する見解書を提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による見解書の提出を受けたときは、その旨を公表するとともに、当該見

解書を公衆の縦覧に供するものとする。 

第３節 大規模開発事業の手続 

（大規模開発事業の手続） 

第33条 次の各号のいずれかに掲げる行為（以下「大規模開発事業」という。）を行おうとする者

は、第40条第１項の規定による開発基本計画の届出の前に、この節及び第８節（第61条第１項に

規定する調整会が開催される場合に限る。）に規定する手続を完了しなければならない。 

(１) 面積が3,000平方メートル以上である土地の区域における開発行為、建築、自動車駐車場（車

路の部分及び管理室その他これに類する部分を含む。以下同じ。）の設置又は墓地（墓地、埋

葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）第２条第５項の墓地をいう。以下同じ。）の設置（寺

院、教会等礼拝の施設の敷地内における設置及び墓地の区域の変更による設置を除く。以下「墓

地の設置」という。） 

(２) 延べ面積が3,000平方メートルを超え、かつ、高さが15メートルを超える建築物の建築 

(３) 集客施設であって、当該集客施設の用途に供する部分（自動車駐車場及び自転車駐車場（原
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動機付自転車の駐車の用に供する部分を含む。以下同じ。）の用途に供する部分を除く。）の

床面積の合計が1,000平方メートル以上であるものの建築 

(４) 既存の建築物の用途の変更であって、当該用途の変更をする部分が前号に規定する建築物

となるもの（規則で定める類似する用途に変更するものを除く。） 

(５) 既存の建築物の増築であって、当該増築をする部分が第２号又は第３号に規定する建築物

となるもの 

(６) 既存の自動車駐車場の増築又は増設であって、当該増築又は増設をする部分が第１号に規

定する自動車駐車場となるもの 

（大規模開発基本構想の届出等） 

第34条 大規模開発事業を行おうとする者は、規則で定めるところにより、当該大規模開発事業に

係る土地の利用に関する事項（以下「大規模開発基本構想」という。）を市長に届け出なければ

ならない。この場合において、権利取得者が大規模開発事業を行おうとするときは、第32条の２

の規定による意見書の写しを受理した後でなければ、届出をすることができない。 

２ 市長は、前項の規定による大規模開発基本構想の届出があったときは、その旨を公表するとと

もに、当該大規模開発基本構想を公衆の縦覧に供するものとする。 

（大規模開発基本構想に係る標識の設置等） 

第35条 大規模開発事業を行おうとする者は、前条第１項の規定による届出を行った日から１週間

以内に、規則で定めるところにより、当該大規模開発事業に係る土地の区域内に当該大規模開発

基本構想に関する事項を表示する標識を設置しなければならない。 

２ 大規模開発事業を行おうとする者は、前項の規定により標識を設置したときは、当該設置した

日から１週間以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

（大規模開発基本構想に係る事前協議） 

第35条の２ 大規模開発事業を行おうとする者は、規則で定めるところにより、当該大規模開発基

本構想のうち景観に関する事項について、別表第２ 13の部に定める基準に従うよう、あらかじ

め、市長と当該事項に関する協議（以下この条において「事前協議」という。）をしなければな

らない。 

２ 市長は、事前協議に際し、前項の事項について景観専門委員の意見を聴くための会議（以下こ

の条において「景観検討会議」という。）を開催しなければならない。ただし、特に必要がない

と認めるときは、この限りでない。 

３ 市長は、必要と認めるときは、景観検討会議に大規模開発事業を行おうとする者の出席を求め、
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説明又は意見を聴くことができる。 

４ 市長は、事前協議が終了したときは、当該事前協議の結果を当該事前協議をした者に通知する

とともに、当該事前協議が終了した旨を公表し、当該事前協議の結果の概要を記載した書面を公

衆の縦覧に供するものとする。 

（大規模開発基本構想に関する説明会の開催等） 

第36条 大規模開発事業を行おうとする者は、第35条第１項の規定により標識を設置し、及び前条

第４項の規定による通知を受けた後、近隣関係住民を対象とする当該大規模開発基本構想に関す

る説明会を開催し、これを周知しなければならない。 

２ 大規模開発事業を行おうとする者は、前項の規定により説明会を開催しようとするときは、当

該開催しようとする日の１週間前までに、規則で定めるところにより、近隣関係住民及び市長に

対し、その旨を通知しなければならない。 

３ 大規模開発事業を行おうとする者は、第１項の規定により説明会を開催したときは、当該開催

した日から１週間以内に、規則で定めるところにより、当該説明会の内容を市長に報告しなけれ

ばならない。 

４ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受けた日から１週間以内に、その

旨を公表するとともに、当該報告に係る書類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（大規模開発基本構想に対する意見書の提出等） 

第37条 近隣関係住民は、前条第１項の規定により説明会が開催された日から２週間以内に、当該

大規模開発基本構想について、当該大規模開発事業を行おうとする者に対し意見書を提出するこ

とができる。 

２ 大規模開発事業を行おうとする者は、前項の規定による意見書の提出を受けたときは、速やか

に、当該意見書の写しを市長に送付しなければならない。 

（大規模開発基本構想に対する市長の意見の提示） 

第38条 市長は、第34条第１項の規定による大規模開発基本構想の届出があった場合において、当

該大規模開発基本構想をまちづくり計画並びに第５節及び第６節に規定する基準に照らして必要

があると認めるときは、当該届出の日から第36条第１項の規定により説明会が開催された日から

２週間を経過する日までに、当該大規模開発事業を行おうとする者に対し、当該大規模開発基本

構想に対する市長の意見を書面で提示することができる。 

２ 市長は、前項の規定による意見の提示をしたときは、その旨を公表するとともに、当該意見の

提示に係る書類を公衆の縦覧に供するものとする。 
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（大規模開発基本構想に対する意見に対する見解書の提出等） 

第39条 大規模開発事業を行おうとする者は、第37条第１項の規定による意見書の提出又は前条第

１項の規定による市長の意見の提示を受けたときは、それぞれ当該意見書の提出をした近隣関係

住民又は市長に対し、これらの意見に対する見解書を提出しなければならない。 

２ 大規模開発事業を行おうとする者は、前項の規定により近隣関係住民に対し見解書を提出した

ときは、速やかに、当該見解書の写しを市長に送付しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による市長の意見に対する見解書の提出又は前項の規定による近隣関係

住民の意見書に対する見解書の写しの送付を受けたときは、その旨を公表するとともに、当該市

長の意見に対する見解書又は当該近隣関係住民の意見書に対する見解書の写しを公衆の縦覧に供

するものとする。 

第４節 開発事業の手続 

（開発基本計画の届出等） 

第40条 次の各号のいずれかに掲げる行為（以下「一般開発事業」という。）又は大規模開発事業

を行おうとする者は、規則で定めるところにより、当該開発事業に係る土地の利用に関する事項

（以下「開発基本計画」という。）を市長に届け出なければならない。 

(１) 面積が3,000平方メートル未満である土地の区域における開発行為 

(２) 面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満である土地の区域における自動車駐車

場の建築又は設置 

(３) 面積が3,000平方メートル未満である土地の区域における中高層建築物の建築（第33条第２

号に掲げる建築を除く。） 

(４) 面積が3,000平方メートル未満である土地の区域における特定集合住宅等の建築 

(５) 面積が3,000平方メートル未満である土地の区域における集客施設であって、当該集客施設

の用途に供する部分（自動車駐車場及び自転車駐車場の用途に供する部分を除く。）の床面積

の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル未満であるものの建築 

(６) 面積が300平方メートル以上3,000平方メートル未満である土地の区域における墓地の設置 

(７) 既存の建築物の用途の変更であって、当該用途の変更をする部分が床面積の合計が500平方

メートル以上1,000平方メートル未満の集客施設の用途に供する部分（自動車駐車場及び自転車

駐車場の用途に供する部分を除く。）となるもの（規則で定める類似する用途に変更するもの

を除く。） 

(８) 既存の自動車駐車場の増築若しくは増設であって、当該増築若しくは増設をする部分が第
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２号に規定する自動車駐車場となるもの又は既存の建築物の増築であって、当該増築をする部

分がアからウまでに規定する建築物となるもの 

ア 中高層建築物（第33条第２号に掲げる建築物を除く。） 

イ 特定集合住宅等 

ウ 集客施設であって、当該集客施設の用途に供する部分（自動車駐車場及び自転車駐車場の

用途に供する部分を除く。）の床面積の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル未満

であるもの 

２ 市長は、第１項の規定による開発基本計画の届出があったときは、その旨を公表するとともに、

当該開発基本計画を公衆の縦覧に供するものとする。 

３ 第１項の規定による開発基本計画の届出は、規則で定める手続（２以上の手続を行う場合は、

最初の手続。以下この項において同じ。）を行う日の60日前までに行わなければならない。ただ

し、当該規則で定める手続を必要としない開発事業については、当該開発事業に関する工事に着

手する日の60日前までに行わなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による開発基本計画の届出があったときは、当該開発事業を行おうとす

る者に対して、当該開発基本計画の内容に関し必要な情報の提供を行うものとする。 

（開発基本計画の変更の届出等） 

第40条の２ 開発事業を行おうとする者は、前条の規定による届出後第46条第２項の規定による協

議の申請までの間に、当該開発基本計画の変更をしようとするときは、規則で定めるところによ

り、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による変更の届出（規則で定める軽微な変更の届出を除く。）をした開発事業を行

おうとする者は、近隣関係住民を対象とする説明会を行うことその他市長が必要と認める措置を

とらなければならない。 

（開発基本計画に係る標識の設置等） 

第41条 開発事業を行おうとする者は、第40条第１項の規定による届出を行った日から１週間以内

に、規則で定めるところにより、当該開発基本計画に係る土地の区域内に当該開発基本計画に関

する事項を表示する標識を設置しなければならない。 

２ 開発事業を行おうとする者は、前項の規定により標識を設置したときは、当該設置した日から

１週間以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 開発事業を行おうとする者は、第１項の標識に表示した事項に変更が生じたときは、当該標識

の表示を変更するとともに、当該表示を変更した日から１週間以内に、規則で定めるところによ
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り、その旨を市長に届け出なければならない。 

（開発基本計画に係る事前協議） 

第41条の２ 開発事業を行おうとする者は、規則で定めるところにより、当該開発基本計画のうち

景観に関する事項について、別表第２ 13の部に定める基準に従うよう、あらかじめ、市長と当

該事項に関する協議（以下この条において「事前協議」という。）をしなければならない。 

２ 市長は、事前協議に際し、前項の事項について景観専門委員の意見を聴くための会議（以下こ

の条において「景観検討会議」という。）を開催しなければならない。ただし、特に必要がない

と認めるときは、この限りでない。 

３ 市長は、必要と認めるときは、景観検討会議に開発事業を行おうとする者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

４ 市長は、事前協議が終了したときは、当該事前協議の結果を当該事前協議をした者に通知する

とともに、当該事前協議が終了した旨を公表し、当該事前協議の結果の概要を記載した書面を公

衆の縦覧に供するものとする。 

（開発基本計画に関する説明会の開催等） 

第42条 開発事業を行おうとする者は、第41条第１項の規定により標識を設置し、及び前条第４項

の規定による通知を受けた後、近隣関係住民を対象とする当該開発基本計画に関する説明会（一

般開発事業のうち規則で定めるものにあっては、説明会又は個別の意見に対する説明。以下この

節において同じ。）を行わなければならない。 

２ 開発事業を行おうとする者は、前項の規定により説明会を行おうとするときは、当該行おうと

する日（個別の意見に対する説明を行おうとするときは、その予定している期間の最後の日）の

１週間前までに、規則で定めるところにより、近隣関係住民及び市長に対し、その旨を通知しな

ければならない。ただし、当該開発事業の目的となる建築物等の規模に対し、著しく大きな規模

の建築物に係る近隣関係住民で、かつ、当該開発事業から受ける影響が小さいと市長が認める者

への通知については、掲示等によりこれに代えることができる。 

３ 開発事業を行おうとする者及び近隣関係住民は、第１項の説明会その他開発事業に関する協議

を行う場合においては、それぞれの立場を尊重し、誠実に協議を行わなければならない。 

４ 開発事業を行おうとする者は、第１項の規定により説明会を行ったときは、当該説明会が行わ

れた日（個別の意見に対する説明が行われたときは、その予定されていた期間の最後の日をいう。

次条第１項、第44条第１項及び第46条第３項第２号において同じ。）から１週間以内に、規則で

定めるところにより、当該説明会の内容を市長に報告しなければならない。 
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５ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受けた日から１週間以内に、その

旨を公表するとともに、当該報告に係る書類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（開発基本計画に対する意見書の提出等） 

第43条 近隣関係住民は、前条第１項の規定により説明会が行われた日から２週間以内に、当該開

発基本計画について、当該開発事業を行おうとする者に対し意見書を提出することができる。 

２ 開発事業を行おうとする者は、前項の規定による意見書の提出を受けたときは、速やかに、当

該意見書の写しを市長に送付しなければならない。 

（開発基本計画に対する市長の意見の提示） 

第44条 市長は、第40条第１項の規定による開発基本計画の届出があった場合において、当該開発

基本計画をまちづくり計画並びに第５節及び第６節に規定する基準に照らして必要があると認め

るときは、当該届出の日から第42条第１項の規定により説明会が行われた日から２週間を経過す

る日までに、当該開発事業を行おうとする者に対し、当該開発基本計画に対する市長の意見を書

面で提示することができる。 

２ 市長は、前項の規定による意見の提示をしたときは、その旨を公表するとともに、当該意見の

提示に係る書類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（開発基本計画に対する意見に対する見解書の提出等） 

第45条 開発事業を行おうとする者は、第43条第１項の規定による意見書の提出又は前条第１項の

規定による市長の意見の提示を受けたときは、それぞれ当該意見書の提出をした近隣関係住民又

は市長に対し、これらの意見に対する見解書を提出しなければならない。 

２ 開発事業を行おうとする者は、前項の規定により近隣関係住民に対し見解書を提出したときは、

速やかに、当該見解書の写しを市長に送付しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による市長の意見に対する見解書の提出又は前項の規定による近隣関係

住民の意見書に対する見解書の写しの送付を受けたときは、その旨を公表するとともに、当該市

長の意見に対する見解書又は当該近隣関係住民の意見書に対する見解書の写しを公衆の縦覧に供

するものとする。 

（開発事業に係る協議） 

第46条 開発事業を行おうとする者は、規則で定めるところにより、当該開発事業に関し、市長に

協議しなければならない。 

２ 前項の規定による協議をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなけれ

ばならない。 
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３ 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日以後に行わなければならない。 

(１) 第41条第１項の規定による標識の設置が行われた日の翌日から起算して２週間を経過した

日 

(２) 第42条第１項の説明会が行われた日の翌日から起算して２週間を経過した日 

(３) 第42条第４項の規定により報告を行った日 

(４) 前条第３項の規定による公表が行われた日の翌日から起算して２週間を経過した日 

(５) 第63条第２項の規定による公表が行われた日 

４ 市長は、第２項の規定による申請があったときは、その旨を公表するとともに、当該申請に係

る書類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（開発事業に係る協議の終了の通知等） 

第47条 市長は、前条第１項（第49条第２項において準用する場合を含む。）の規定による協議が

終了したときは、当該協議の結果を当該協議をした者に通知するとともに、自己の居住の用に供

する住宅（共同住宅及び長屋並びに老人ホーム等及び寄宿舎を除く。以下「一戸建ての住宅」と

いう。）の建築又は増築を目的とする開発事業にあっては当該協議が終了した旨を、一戸建ての

住宅の建築又は増築を目的とする開発事業以外の開発事業にあっては当該協議が終了した旨及び

当該協議の結果のうち景観に関する事項の概要を公表し、当該協議の結果の概要を記載した書面

を公衆の縦覧に供するものとする。 

（開発事業に係る協定の締結） 

第48条 市長及び開発事業を行おうとする者は、第46条第１項（次条第２項において準用する場合

を含む。）の規定による協議が終了したときは、次に掲げる事項について協定を締結しなければ

ならない。 

(１) 別表第１に定める公共施設等の整備に関する事項 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（開発事業の計画の変更等の届出等） 

第49条 開発事業者は、第46条第２項の規定による申請後に、開発事業の計画の変更をしようとす

るときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 開発事業者が第47条の規定による通知を受けた後に当該通知に係る開発事業の計画の変更（規

則で定める軽微な変更を除く。）をしようとする場合においては、第46条（同条第３項を除く。）

の規定を準用する。この場合において、同条第１項中「開発事業」とあるは「第47条の規定によ

る通知に係る開発事業の計画の変更」と、同条第２項中「前項」とあるのは「第49条第２項にお
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いて準用する第46条第１項」と、同条第４項中「第２項」とあるのは「第49条第２項において準

用する第46条第２項」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の変更（第１項の変更にあっては、規則で定める軽微なものを除く。）をしようとする

場合において、市長が必要と認めるときは、開発事業者は、近隣関係住民を対象とする説明会を

行うことその他市長が必要と認める措置をとらなければならない。 

４ 開発事業を行おうとする者は、第46条第２項（第２項において準用する場合を含む。）の規定

による申請後第47条の規定による通知を受けるまでの間に当該申請を取り下げ、又は当該通知を

受けた後開発事業に関する工事に着手するまでの間に当該開発事業の計画を取り止めようとする

ときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

５ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。 

（書類の縦覧期間） 

第49条の２ 第32条第３項、第34条第２項、第35条の２第４項、第36条第４項、第38条第２項、第

39条第３項、第40条第２項、第41条の２第４項、第42条第５項、第44条第２項、第45条第３項、

第46条第４項（前条第２項において準用する場合を含む。）、第47条、第61条第４項、第63条第

２項又は第64条第３項の規定による縦覧の期間は、第59条第２項の規定による通知をした日（前

条第４項の規定による届出又は第58条第３項の規定による届出（工事の中止に係るものに限る。）

があったときは、これらの届出のあった日）から起算して１年を経過する日までとする。 

（適用除外） 

第50条 次の各号に掲げる開発事業については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。 

(１) 中高層建築物のうち、第一種低層住居専用地域内及び第二種低層住居専用地域内における

軒の高さが７メートルを超える建築物又は地階を除く階数が３以上である建築物であって、自

己の居住の用に供するもの（共同住宅及び長屋並びに老人ホーム等及び寄宿舎を除く。）の建

築又は増築 第43条から第45条までの規定 

(２) 特定集合住宅等のうち、人の居住の用に供する独立部分が30戸（老人ホーム等及び寄宿舎

にあっては、30室）未満であるものの建築又は増築 第43条から第45条までの規定 

(３) 開発行為のうち、道路の廃止又は土地の質の変更のみを目的とするもの 第35条の２から

第39条まで及び第41条の２から第45条までの規定 

第４節の２ 特定事業の手続 

（特定事業に係る協議） 

第50条の２ 特定事業を行おうとする者は、当該特定事業に関し、市長に協議しなければならない。 
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２ 前項の規定による協議をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定による申請は、規則で定める手続（２以上の手続を行う場合は、最初の手続）を行

う日の15日前までに行わなければならない。 

４ 市長は、必要と認めるときは、第１項の規定による協議に際し、当該特定事業のうち景観に関

する事項について景観専門委員の意見を聴くための会議（以下この条において「景観検討会議」

という。）を開催することができる。 

５ 市長は、必要と認めるときは、景観検討会議に特定事業を行おうとする者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

６ 市長は、第２項の規定による申請があったときは、その旨を公表するとともに、当該申請に係

る書類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（特定事業に係る協議の終了の通知等） 

第50条の３ 市長は、前条第１項（次条第２項において準用する場合を含む。）の規定による協議

が終了したときは、当該協議の結果を当該協議をした者に通知するとともに、一戸建ての住宅の

建築又は増築を目的とする特定事業にあっては当該協議が終了した旨を、一戸建ての住宅の建築

又は増築を目的とする特定事業以外の特定事業にあっては当該協議が終了した旨及び当該協議の

結果の概要を公表し、当該協議の結果の概要を記載した書面を公衆の縦覧に供するものとする。 

（特定事業の計画の変更等の届出等） 

第50条の４ 特定事業者は、第50条の２第２項の規定による申請後に、特定事業の計画の変更をし

ようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

２ 特定事業者が前条の規定による通知を受けた後に当該通知に係る特定事業の計画の変更（規則

で定める軽微な変更を除く。）をしようとする場合においては、第50条の２（第３項を除く。）

の規定を準用する。この場合において、同条第１項中「特定事業」とあるのは「第50条の３の規

定による通知に係る特定事業の計画の変更」と、同条第２項中「前項」とあるのは「第50条の４

第２項において準用する第50条の２第１項」と、同条第４項中「第１項」とあるのは「第50条の

４第２項において準用する第50条の２第１項」と、同条第６項中「第２項」とあるのは「第50条

の４第２項において準用する第50条の２第２項」と読み替えるものとする。 

３ 特定事業を行おうとする者は、第50条の２第２項（前項において準用する場合を含む。）の規

定による申請後前条の規定による通知を受けるまでの間に当該申請を取り下げ、又は当該通知を



27/44 

受けた後特定事業に関する工事に着手するまでの間に当該特定事業の計画を取りやめようとする

ときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

（書類の縦覧期間） 

第50条の５ 第50条の２第６項（前条第２項において準用する場合を含む。）又は第50条の３の規

定による縦覧の期間は、第59条第２項の規定による通知をした日（前条第３項の規定による届出

又は第58条第３項の規定による届出（工事の中止に係るものに限る。）があったときは、これら

の届出のあった日）から起算して１年を経過する日までとする。 

第５節 開発事業及び特定事業に係る協議の基準 

（開発事業における公共施設等の整備の基準） 

第51条 開発事業を行う者は、当該開発事業において、別表第１に定める基準に従い、公共施設等

を整備しなければならない。 

（開発事業における施設の整備等の基準） 

第52条 開発事業を行う者は、当該開発事業において、別表第２に定める基準に従い、施設の整備

等を行わなければならない。 

（特定集合住宅等の基準） 

第53条 開発事業を行う者は、開発事業のうち、特定集合住宅等の建築又は増築を行うときは、別

表第３に定める基準に従わなければならない。 

２ 開発事業を行う者は、特定集合住宅等の建築及び増築以外の開発事業を行う場合であって、当

該開発事業に共同住宅若しくは長屋又は老人ホーム等若しくは寄宿舎の用途に供する部分の建築

又は増築を含むときは、当該部分について、別表第３に定める基準に従わなければならない。 

（旅館業の用途に供する建築物の基準） 

第53条の２ 開発事業を行う者は、当該開発事業の目的に旅館業の用途に供する部分の建築、増築

又は用途変更を含むときは、別表第３の２に定める基準に従わなければならない。 

（墓地の基準） 

第54条 開発事業を行う者は、開発事業のうち、墓地の設置を行うときは、別表第４に定める基準

に従わなければならない。 

（用途の変更及び増築の特例） 

第55条 市長は、開発事業を行う者が、開発事業のうち、建築物の用途の変更又は建築物の増築若

しくは自動車駐車場の増設を行う場合において、第51条から前条までに規定する基準に従うこと

が困難であると認めるときは、これらの基準を緩和することができる。 
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（面積が3,000平方メートル以上である土地の区域における宅地造成の基準） 

第55条の２ 面積が3,000平方メートル以上である土地の区域における開発行為により、宅地造成

（宅地以外の土地を宅地にするため行う土地の区画形質の変更をいう。）を行う者は、次に掲げ

る協定の締結について市長に協議を求められた場合は、応じなければならない。 

(１) 第27条第１項に規定する建築協定 

(２) 都市緑地法（昭和48年法律第72号）第45条第１項に規定する緑地協定 

(３) 景観法（平成16年法律第110号）第81条第１項に規定する景観協定 

（その他の基準） 

第55条の３ 市長は、第32条の２第１項に規定する意見書又は第63条第１項の規定による報告の内

容を考慮し、第51条から前条までに規定する基準以外に必要な基準を、開発事業を行う者に提示

することができる。 

２ 開発事業を行う者は、前項の規定により必要な基準が提示されたときは、当該基準に従うよう

努めなければならない。 

（特定事業における景観配慮の基準） 

第55条の４ 特定事業を行う者は、特定事業を行うときは、別表第５に定める基準に従い、景観配

慮をしなければならない。 

第６節 開発行為の許可の基準 

（開発行為における公園等の基準） 

第56条 開発行為について、法第33条第３項（法第35条の２第４項において準用する場合を含む。）

の規定により、令第29条の２第１項第５号及び第６号に規定する基準に基づいて定める公園等の

規模は、次に定めるとおりとする。 

(１) 公園等の面積の合計は、当該開発行為に係る開発区域の面積の100分の６に相当する面積以

上とする。 

(２) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の開発行為における公

園等の１か所当たりの面積の最低限度は、180平方メートルとする。 

（開発区域内の建築物の敷地面積の最低限度） 

第57条 開発行為について、法第33条第４項（法第35条の２第４項において準用する場合を含む。）

の規定により、令第29条の３に規定する基準に基づいて定める建築物の敷地面積の最低限度は、

開発区域が近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内であるときは、100平方メートルとする。た

だし、地区計画等において、建築物の敷地面積の最低限度を定めているときは、当該最低限度の
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面積とする。 

２ 前項の場合において、予定される建築物の敷地が同項に規定する用途地域とそれ以外の用途地

域とにわたるときは、その敷地の過半が同項に規定する用途地域に属するときに限り、その敷地

の全部について同項の規定を適用する。 

第７節 開発事業及び特定事業に関する工事の手続等 

（開発事業及び特定事業に関する工事の手続） 

第58条 開発事業又は特定事業を行う者は、当該開発事業又は特定事業に関する工事に着手しよう

とするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならな

い。 

２ 開発事業又は特定事業を行う者は、当該開発事業又は特定事業に関する工事を完了したときは、

規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 開発事業又は特定事業を行う者は、当該開発事業又は特定事業に関する工事を中断し、又は中

止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、安全

上必要な措置をとらなければならない。 

（開発事業及び特定事業に関する工事の完了検査等） 

第59条 市長は、前条第２項の規定による届出又は第５項の規定による報告を受けたときは、当該

開発事業又は特定事業に関する工事が第47条又は第50条の３の協議の結果の内容に適合している

かどうかの検査（以下この条において「完了検査」という。）を行うものとする。 

２ 市長は、完了検査の結果、当該開発事業又は特定事業に関する工事が第47条又は第50条の３の

協議の結果の内容に適合していると認めるときは、当該完了検査が終了した旨を当該開発事業又

は特定事業を行う者に通知するとともに、これを公表するものとする。 

３ 市長は、完了検査の結果、当該開発事業又は特定事業に関する工事が第47条又は第50条の３の

協議の結果の内容に適合していないと認めるときは、当該適合していない理由及び是正すべき内

容を当該開発事業又は特定事業を行う者に通知するものとする。 

４ 開発事業又は特定事業を行う者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知された是

正すべき内容について、これを是正しなければならない。 

５ 開発事業又は特定事業を行う者は、前項の規定による是正を行ったときは、書面により、その

旨を市長に報告しなければならない。 

６ 市長は、完了検査の前に当該開発事業又は特定事業に関する工事が第47条又は第50条の３の協

議の結果の内容に適合しているかどうかを部分的に検査する必要があると認める場合は、規則で
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定める手続により中間検査をすることができる。 

（市に帰属する公共施設の基準） 

第60条 開発事業により設置される公共施設（その土地を含む。以下この条において同じ。）を市

に帰属する場合における当該公共施設の基準は、規則で定めるところによる。ただし、法令に定

めがある場合又は第48条の協定に定めがある場合については、この限りでない。 

第８節 開発事業に係る調整会 

（調整会の開催の請求等） 

第61条 近隣関係住民（地区まちづくり協議会を除く。以下この節において同じ。）又は開発事業

を行おうとする者は、規則で定めるところにより、開発事業に関し当該近隣関係住民及び開発事

業を行おうとする者の意見等を整理し、又は調整することを目的とする会議（以下この節におい

て「調整会」という。）の開催を市長に求めることができる。 

２ 前項の規定による請求を行うことができる期間は、第39条第３項又は第45条第３項の規定によ

る公表の日から２週間以内とする。 

３ 市長は、第１項の規定による請求があったときは、第36条第３項若しくは第42条第４項の規定

による報告、第37条第２項若しくは第43条第２項の規定により送付された意見書の写し又は第39

条第２項若しくは第45条第２項の規定により送付された見解書の写しの内容を考慮し、調整会の

開催の要否を決定するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により調整会の開催の要否を決定したときは、その旨を公表するとともに、

当該決定に係る書類を公衆の縦覧に供し、かつ、調整会を開催することを決定したときはその旨

を第１項の規定による請求を行った者に通知するとともに、まちづくり委員会に対し調整会の開

催を要請し、調整会を開催しないことを決定したときはその旨を当該請求を行った者に通知する

ものとする。 

５ 前項の規定にかかわらず、市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるとき

は、まちづくり委員会に対し、調整会の開催を要請することができる。 

６ まちづくり委員会は、前２項の規定による要請を受けたときは、調整会を開催するものとする。 

（調整会） 

第62条 調整会は、まちづくり委員会が近隣関係住民若しくは開発事業を行おうとする者又はこれ

らの代理人の出席を求めて行うものとする。 

２ まちづくり委員会は、調整会において近隣関係住民及び開発事業を行おうとする者の意見等を

調整することができる見込みがないと認めるときは、調整会による調整を打ち切ることができる。 
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３ まちづくり委員会は、必要と認めるときは、調整会に景観専門委員の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

（調整会の報告） 

第63条 まちづくり委員会は、調整会による調整を終了し、又は前条第２項の規定によりこれを打

ち切ったときは、当該調整会の議事の要旨その他必要な事項を市長に報告するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公表するとともに、当該報告に係る

書類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（調整会に係る助言） 

第64条 市長は、前条第１項の規定による報告を受けたときは、当該報告の内容を考慮し、第61条

第１項の規定による請求を行った者に対し、必要な助言を行うことができる。 

２ 前項の場合において、市長は、必要と認めるときは、当該請求を行った者以外の者に対し、必

要な助言を行うことができる。 

３ 市長は、前２項の助言を行ったときは、その旨を公表するとともに、当該助言の内容を記載し

た書面を公衆の縦覧に供するものとする。 

（委任） 

第65条 この節に定めるもののほか、調整会に関し必要な事項は、規則で定める。 

第９節 まちづくりに関する協力の要請 

（地区まちづくり計画への協力の要請） 

第66条 市長は、地区まちづくり計画に係る地区の区域内において開発等事業が行われるときは、

当該開発等事業が行われる土地の区域の土地所有者等又は当該開発等事業者に対して、当該開発

等事業が当該地区まちづくり計画の主旨に沿うものであるよう協力を求めることができる。 

（景観まちづくり協定に関する情報提供） 

第66条の２ 市長は、景観まちづくり協定の区域の近傍において開発等事業が行われるときは、当

該開発等事業を行おうとする者に対して、当該景観まちづくり協定に関する情報の提供を行うも

のとする。 

（既存の建築物等の改修等における景観配慮） 

第66条の３ 住民等は、建築物、自動車駐車場、自転車駐車場、墓地若しくは工作物又はこれらの

外構の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を伴う改修等を行うときは、

まちづくり計画及び景観ガイドラインにのっとり、景観配慮に努めなければならない。 

（道路の整備に関する協議） 
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第67条 開発事業者は、開発区域に接する道路が次に掲げる道路であるときは、当該道路と当該開

発区域との境界線を後退する部分の整備について、市長と協議しなければならない。 

(１) 建築基準法第42条第１項第５号に規定する道路で、その幅員が指定の数値に満たないもの 

(２) 建築基準法第42条第２項に規定する道路 

(３) 東京都建築安全条例（昭和25年東京都条例第89号）第２条の規定に満たない隅切り用地 

第６章 まちづくり活動の支援 

（まちづくりの支援） 

第68条 市長は、地区まちづくり協議会、第26条第２項の規定による登録を受けた地区まちづくり

準備会及び第26条の２の規定による登録を受けた景観まちづくり協定を締結した住民等に対し、

まちづくりに関する情報の提供その他必要な支援を行うことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、市民等によるまちづくりに関する活動の促進を図るため、

市民等に対し、まちづくりに関する情報の提供その他必要な支援を行うことができる。 

３ 市長は、前２項の支援を行う体制を整備するよう努めるものとする。 

第７章 雑則 

（適用除外） 

第69条 次に掲げる開発事業又は特定事業については、第５章第２節から第９節までの規定は、適

用しない。 

(１) 法第４条第15項の都市計画事業の施行として行う開発事業又は特定事業 

(２) 建築基準法第85条第６項の規定による許可を受けた建築物の建築 

(３) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発事業又は特定事業 

(４) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める行為 

（地位の承継） 

第70条 法に規定する場合を除くほか、開発事業者又は特定事業者について相続その他の一般承継

があったときは、この条例の規定に基づいて被承継人が行った行為は相続人その他の一般承継人

が行った行為とみなし、この条例の規定に基づいて被承継人に対して行われた行為は相続人その

他の一般承継人に対して行われた行為とみなす。 

（同一の敷地であった土地等において２以上の事業を行う場合の特例） 

第71条 行おうとする事業（建築物の建築又は増築、既存の建築物の用途の変更、自動車駐車場の

設置又は増設及び墓地の設置をいう。以下この条において同じ。）と同時に又は引き続いて次に

掲げる土地において他の事業を行う場合であって、これらの事業が全体として一体的な土地の利
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用を行うものであるときは、規則で定めるものを除き、これらの事業は、１の事業とみなす。 

(１) 事業を行おうとする土地の区域と同一の敷地であった土地 

(２) 事業を行おうとする土地の区域と一体的な利用がされていた一団の土地 

(３) 事業を行おうとする土地の区域に隣接する土地 

２ 事業を行おうとする土地の区域と隣接する土地において、同一の事業者又は規則で定める相互

に関連性を有する事業者が、規則で定める日前３年以内に事業を行った場合（前項の規定に該当

する場合を除く。）であって、これらの事業が全体として一体的な土地の利用を行うものである

ときは、これらの事業は、１の事業とみなす。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長がこれらの事業に関連性を認められないと認めるものは、こ

れらの項の規定を適用しない。 

（開発事業又は特定事業に関する説明の要求等） 

第72条 市長は、必要と認めるときは、開発事業者に対しては近隣関係住民以外の者に当該開発事

業に関する説明を行うことを、特定事業者に対しては市民等に当該特定事業に関する説明を行う

ことを求めることができる。 

２ 開発事業者は、近隣関係住民から開発事業の計画に関する説明を求める申出があったときは、

当該開発事業の計画について、当該申出をした近隣関係住民に説明しなければならない。 

（報告の徴収） 

第73条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市民等、団体、土地所有者等、開発事業

者又は特定事業者に対し、まちづくりに関し必要な報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第74条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に開発区域内に立ち入り、工事

その他の行為の状況を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提

示しなければならない。 

３ 第１項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（開発事業に関する工事の着手の制限） 

第75条 開発事業者又は開発事業者から開発事業に関する工事を請け負った者若しくは当該請負工

事の下請者（以下この章において「開発事業者等」という。）は、第47条の規定による通知を受

けた後でなければ、当該開発事業に関する工事に着手してはならない。 

（特定事業に関する工事の着手の制限） 
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第75条の２ 特定事業者又は特定事業者から特定事業に関する工事を請け負った者若しくは当該請

負工事の下請者（以下この章において「特定事業者等」という。）は、第50条の３の規定による

通知を受けた後でなければ、当該特定事業に関する工事に着手してはならない。 

（工事の中断、中止等の勧告） 

第76条 市長は、開発事業者等又は特定事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該開

発事業者等又は特定事業者等に対し、相当の期限を定めて、開発事業又は特定事業に関する工事

の中断、中止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により、第47条の規定による通知を受けたとき。 

(２) 第47条の協議の結果の内容と異なる工事をしたとき。 

(３) 第48条の協定の内容と異なる工事をしたとき。 

(４) 第75条の規定に違反して、開発事業に関する工事に着手したとき。 

(５) 偽りその他不正の手段により、第50条の３の規定による通知を受けたとき。 

(６) 第50条の３の協議の結果の内容と異なる工事をしたとき。 

(７) 前条の規定に違反して、特定事業に関する工事に着手したとき。 

２ 市長は、権利取得者が第31条第１項の規定に違反したときは、当該権利取得者に対し、相当の

期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

（是正命令） 

第77条 市長は、前条第１項の規定による勧告（同項第１号、第２号又は第４号に該当してなされ

るものに限る。）を受けた開発事業者等が当該勧告に従わないときは、当該開発事業者等に対し、

開発事業に関する工事の停止若しくは中止を命じ、又は相当の期限を定めて、当該違反を是正す

るために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（公表） 

第78条 市長は、開発事業者等、特定事業者等又は権利取得者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。 

(１) 第76条の規定による勧告（同条第１項第１号、第２号又は第４号に該当してなされるもの

を除く。）を受けた場合において、当該勧告に従わないとき。 

(２) 前条の規定による命令を受けた場合において、当該命令に従わないとき。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該開発事業者等、特定

事業者等又は権利取得者にその旨及び当該公表をする理由を通知し、かつ、弁明する機会を与え

なければならない。 
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（委任） 

第79条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

第８章 罰則 

（罰則） 

第80条 第77条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。 

（両罰規定） 

第81条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条

の罰金刑を科する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

（武蔵野市建築協定に関する条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(１) 武蔵野市建築協定に関する条例（昭和53年３月武蔵野市条例第２号） 

(２) 武蔵野市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成15年12月武蔵野市条例第35号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に決定又は変更の手続を行っている都市計画（地区計画等を除く。）

のうち、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に、法第17条第１項（法第21条第２

項において準用する場合を含む。）の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例

による。 

４ この条例の施行の際、現に決定又は変更の手続を行っている地区計画等のうち、施行日前に、

第２項の規定による廃止前の武蔵野市地区計画等の案の作成手続に関する条例第４条の規定によ

る公告が行われたものについては、なお従前の例による。 

５ 第28条第１項の規定は、施行日以後に建築確認申請を行う建築主について適用し、施行日前に

建築確認申請を行った建築主については、なお従前の例による。 

６ 第29条の規定は、施行日から３月が経過する日後に大規模土地取引行為を締結しようとする者

について適用し、同日以前に大規模土地取引行為を締結した者又は締結しようとする者について

は、なお従前の例による。 

７ 第５章第２節から第９節までの規定は、施行日以後に第34条第１項の規定による届出がされる
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大規模開発基本構想に係る大規模開発事業又は施行日以後に第40条第１項の規定による届出がさ

れる開発基本計画に係る一般開発事業について適用し、施行日前に市長と協議を開始した開発事

業については、なお従前の例による。 

（見直し） 

８ 市は、この条例の施行後おおむね５年以内を目途として、まちづくりに関する状況の変化への

的確な対応及びまちづくり計画に即したまちづくりに関する施策の効果的な推進を図る観点から

検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 

付 則（平成23年12月13日条例第30号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に存する改正前の第６条第１項第１号に掲げる計画については、武蔵野

市長期計画条例（平成23年12月武蔵野市条例第28号）の施行の日以後最初に同条例第２条第１項

の規定により策定される武蔵野市長期計画の計画期間の初日の前日までの間は、なおその効力を

有する。 

付 則（平成26年３月18日条例第10号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年７月１日から施行する。ただし、第14条第１項の改正は、公布の日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の武蔵野市まちづくり条例（以下「改正後の条例」という。）第５章第

２節から第９節までの規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第34条第１項の規定によ

る届出がされる大規模開発基本構想に係る大規模開発事業又は改正後の条例第40条第１項の規定

による届出がされる開発基本計画に係る一般開発事業について適用し、同日前にこれらの規定に

より届出がされた大規模開発基本構想に係る大規模開発事業又は開発基本計画に係る一般開発事

業については、なお従前の例による。 

（見直し） 

３ 市は、この条例の施行後おおむね５年以内を目途として、改正後の条例第２条第１項第１号に

規定するまちづくり（以下「まちづくり」という。）に関する状況の変化への的確な対応及び改

正後の条例第６条のまちづくり計画に即したまちづくりに関する施策の効果的な推進を図る観点

から検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 

付 則（平成29年３月22日条例第16号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成29年７月１日から施行する。ただし、目次の改正（「第２章 まちづくり計

画」を「第２章 まちづくり計画等」に、「まちづくり委員会」を「まちづくり委員会及び景観

専門委員」に、「・第10条」を「─第10条の３」に改める部分、第４章第４節の次に１節を加え

る部分及び「・・第67条」を「─第67条」に改める部分に限る。）、第１条から第３条までの改正、

第５条の改正、第２章の章名の改正、第６条の改正、第３章の章名の改正、第10条の次に２条を

加える改正、第24条の改正、同条の次に１条を加える改正、第25条の改正、同条の次に１条を加

える改正、第４章第４節の次に１節を加える改正、第28条第１項の改正（「建築基準法第６条第

１項又は第６条の２第１項に規定する確認の申請（開発事業の計画に係るものを除く。以下「建

築確認申請」という。）」を「建築確認申請」に改める部分に限る。）、第55条の２の改正、第62

条に１項を加える改正、第66条の改正、同条の次に２条を加える改正、第68条第１項の改正及び

第77条の改正並びに付則第３項の規定は、同年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の武蔵野市まちづくり条例（以下「改正後の条例」という。）第５章第２節から第９節

までの規定（第49条の２の規定を除く。）は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第34条第

１項の規定による届出がされる大規模開発基本構想に係る大規模開発事業又は改正後の条例第40

条第１項の規定による届出がされる開発基本計画に係る一般開発事業について適用し、同日前に

改正前の武蔵野市まちづくり条例第34条第１項の規定による届出がされた大規模開発基本構想に

係る大規模開発事業又は同条例第40条第１項の規定による届出がされた開発基本計画に係る一般

開発事業については、なお従前の例による。 

（武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和36年２月武蔵野市条例第７号）の

一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（見直し） 

４ 市は、この条例の施行後おおむね５年以内を目途として、改正後の条例第２条第１項第１号に

規定するまちづくり（以下「まちづくり」という。）に関する状況の変化への的確な対応並びに

改正後の条例第６条第１項に規定するまちづくり計画及び同条第３項に規定する景観ガイドライ

ンに即したまちづくりに関する施策の効果的な推進を図る観点から検討を加え、その結果に基づ

いて必要な見直しを行うものとする。 
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付 則（令和２年６月25日条例第36号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（令和７年３月17日条例第19号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の武蔵野市まちづくり条例（以下「改正後の条例」という。）第５章第２節から第９節

までの規定（第49条の２の規定を除く。）は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第31条の

規定による届出がされる大規模土地取引行為、改正後の条例第34条第１項の規定による届出がさ

れる大規模開発基本構想に係る大規模開発事業又は改正後の条例第40条第１項の規定による届出

がされる開発基本計画に係る一般開発事業について適用し、同日前に改正前の武蔵野市まちづく

り条例（以下「改正前の条例」という。）第31条の規定による届出がされた大規模土地取引行為、

改正前の条例第34条第１項の規定による届出がされた大規模開発基本構想に係る大規模開発事業

又は改正前の条例第40条第１項の規定による届出がされた開発基本計画に係る一般開発事業につ

いては、なお従前の例による。 

（見直し） 

３ 市は、この条例の施行後おおむね５年以内を目途として、まちづくりに関する状況の変化への

的確な対応及びまちづくり計画に即したまちづくりに関する施策の効果的な推進を図る観点から

検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 

別表第１（第48条、第51条関係） 

開発事業における公共施設等の整備の基準 

種別 基準 

１ 道路 (１) 開発行為を行う場合は、開発区域が接する道路（その幅員が６メ

ートル以上であるものを除く。）の中心線からの水平距離３メートル

の線を当該開発区域に接する道路の境界線とすること。ただし、市長

が次のア又はイのいずれかに該当すると認めるときは、この限りでな

い。 

ア 当該開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ない事由がある

とき。 
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イ 当該開発行為の目的が質の変更等である等特に必要がないとき。 

(２) 開発行為を行う場合は、開発区域内に設置する道路の構造等につ

いて、市長と協議すること。 

２ 公園等 (１) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上である開発事業のうち、

建築を伴うものを行う場合は、当該開発区域内に、次のア又はイのい

ずれかに掲げる公園等を設置すること。 

ア 設置後市に帰属する場合においては、その面積の合計が開発区域

の面積の100分の６に相当する面積以上となる公園等であって、規則

で定める基準に該当するもの 

イ 設置後市に帰属しない場合においては、その面積の合計が開発区

域の面積の100分の10に相当する面積以上となる公園等であって、規

則で定める基準に該当するもの 

(２) (１)の項の場合において、公園等の１か所当たりの面積の最低限

度は、180平方メ－トルとする。 

(３) (１)の項の規定にかかわらず、次のアからウまでに掲げる開発事

業であって、その開発区域（ウに掲げる開発事業にあっては、当該開

発区域の周辺の区域を含む。）内に公園等の機能を実質的に有する空

地等が確保されているものと市長が特に認めるものについては、(１)

の項の規定は、適用しない。 

ア 法第８条第１項第４号の特定街区内における開発事業 

イ 建築基準法第59条の２第１項に規定する建築物の建築 

ウ 地区計画等の区域内における建築物の建築 

(４) (１)の項の規定にかかわらず、公益上必要とされ、又は有益であ

る空地、公共的空間等が確保されているものと市長が特に認める開発

事業については、(１)の項の規定の全部又は一部は、適用しない。 

３ 歩道状の空地 住宅の戸数（共同住宅及び長屋にあっては人の居住の用に供する独立

部分の戸数をいい、老人ホーム等及び寄宿舎にあっては人の居住の用に

供する区画部分の室数をいう。以下この表において同じ。）が55以上と

なる開発事業以外の開発事業を行う場合は、歩道状の空地（開発区域が
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接する道路に沿って設ける歩道、広場、緑地その他の歩行者用の空地を

いう。）を設置するよう努めること。 

４ 公共用地等 住宅の戸数が55以上となる開発事業を行う場合は、当該住宅の戸数か

ら44を控除して得た数値に６平方メートルを乗じて得た面積以上の土地

を公共用地として市に無償で譲渡し、又は当該数値に９平方メートルを

乗じて得た面積以上の公開空地を設置するよう努めること。ただし、公

益上必要とされ、又は有益である空地、公共的空間等が確保されている

ものと市長が特に認める開発事業については、この限りでない。 

５ 消防施設 開発行為又は中高層建築物、特定集合住宅等若しくは集客施設の建築

若しくは増築又は集客施設への用途の変更を行う場合は、規則で定める

基準に従い、防火水槽及び屋外消火栓設備を設置すること。ただし、屋

外消火栓設備の設置については、周囲の状況によりやむを得ない事由が

あると市長が認めるときは、この限りでない。 

６ 公益的施設 大規模開発事業を行う場合は、公益的施設の設置について市長から協

議を求められたときは、これに応じなければならない。 

備考 

１ 開発行為については、２の部、３の部及び６の部の規定は、適用しない。 

２ 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業又は増築（増築に係る部分の床面積の合計が、

増築前の建築物の延べ面積を超えないものに限る。）を目的とする開発事業については、１

の部から５の部までの規定は、適用しない。 

３ 自動車駐車場（面積が500平方メートル以上のものに限る。）の建築若しくは設置又は増築

若しくは増設を目的とする開発事業については、２の部の規定は、適用しない。 

別表第２（第35条の２、第41条の２、第52条関係） 

開発事業における施設の整備等の基準 

種別 基準 

１ 緑化 (１) 住宅（共同住宅若しくは長屋、老人ホーム等若しくは寄宿舎又は

自己の居住の用に供する住宅をいう。以下この表において同じ。）の

建築のみを目的とする開発事業を行う場合は、当該開発区域の面積の

100分の20に相当する面積以上の緑化面積（開発区域の全部又は一部が
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第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域に属する場合

は、当該地域内においては、地上部による緑化面積）を確保するこ

と。 

(２) 住宅の建築のみを目的とする開発事業以外の開発事業を行う場合

は、当該開発区域の面積の100分の20に相当する面積以上の緑化面積を

確保するよう努めること。 

(３) 開発区域内の既存の樹木を保全するよう努めること。 

(４) (１)の項及び(２)の項の緑化面積の算定の基準は、規則で定め

る。 

２ 水道施設 水道関係法令、武蔵野市給水条例（昭和35年４月武蔵野市条例第２

号）その他水道施設に関する規程に基づき、水道施設を設置すること。 

３ 下水道施設 下水道関係法令、武蔵野市下水道条例（平成８年９月武蔵野市条例第

34号）その他下水道施設に関する規程に基づき、下水道施設を設置する

こと。 

４ 雨水流出抑制施

設 

市長が別に定める基準により、雨水の流出を抑制するための施設を設

置するよう努めること。 

５ 自転車駐車場 武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例（平成６年12

月武蔵野市条例第45号）第８条の規定の適用を受ける開発事業以外の開

発事業を行う場合は、市長が別に定める基準により、自転車駐車場を設

置するよう努めること。 

６ 防災の措置 (１) 高さが10メ－トルを超える建築物の建築若しくは増築又は当該建

築物への用途の変更を行う場合は、自然災害、事故等による二次災害

を防止するため、規則で定める基準により、窓ガラスの飛散を防止す

るために必要な措置を講ずること。 

(２) 特定集合住宅等のうち、人の居住の用に供する独立部分を30戸

（老人ホーム等及び寄宿舎にあっては、30室）以上有するもの又は延

べ面積が3,000平方メートル以上であるものの建築を行う場合は、市長

が別に定める基準により、災害時用設備を設置するよう努めること。 

(３) 市長が別に定める基準により、市が設置及び管理を行う消火器の
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設置に協力するよう努めること。 

７ ごみ集積所 市長が別に定める基準により、ごみ集積所を設置するよう努めるこ

と。 

８ 環境配慮の措置 環境配慮の措置（１の部、４の部及び９の部に掲げる事項を除く。）

について、規則で定める基準により、必要な措置を講ずるよう努めるこ

と。 

９ 公害の防止の措

置 

開発事業に関する工事に起因する公害を防止するため、市長と協議の

うえ、必要な措置を講ずること。 

10 周辺環境の保護

の措置 

(１) 道路における違法な停車及び駐車を防止するため、規則で定める

基準により、配送車等の一時駐車スペースを設置するよう努めるこ

と。 

(２) 開発区域に隣接して居住する者のプライバシーを保護するために

必要な措置を講ずるよう努めること。 

(３) 共同住宅又は長屋の建築を行う場合は、住戸の数に応じて必要な

数の宅配ボックス（建築基準法施行令第２条第１項第４号ヘに規定す

る宅配ボックスをいう。）を設置するよう努めること。 

11 福祉環境の整備 (１) 市長が別に定める基準により、福祉環境の整備に努めること。 

(２) 開発区域の地域における地域福祉活動への参加が可能となるよう

市長と協議のうえ、必要な措置を講ずるよう努めること。 

12 景観配慮 (１) 景観ガイドラインで定める基準により、景観配慮に努めること。 

(２) 地区まちづくり景観誘導基準により、景観配慮に努めること（当

該地区まちづくり景観誘導基準に係る地区の区域内に限る。）。 

13 犯罪の予防及び

安全への配慮 

犯罪の予防及び建物利用者の安全への配慮について、市長からの求め

に応じ、防犯カメラの設置その他必要な措置を講ずるよう努めること。 

備考 

１ 開発行為については、１の部（(３)の項を除く。）、５の部、６の部、７の部、10の部(１)

の項、11の部及び13の部の規定は、適用しない。 

２ 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業又は増築（増築に係る部分の床面積の合計が、

増築前の建築物の延べ面積を超えないものに限る。）を目的とする開発事業については、５
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の部、７の部、10の部(１)の項及び11の部の規定は、適用しない。 

３ 自動車駐車場（面積が500平方メートル以上のものに限る。）の建築若しくは設置又は増築

若しくは増設を目的とする開発事業については、５の部及び10の部(１)の項の規定は、適用

しない。 

別表第３（第53条関係） 

特定集合住宅等の基準 

種別 基準 

１ 居住水準 一の人の居住の用に供する独立部分の床面積は、25平方メートル以上

とすること。 

２ 管理 規則で定める基準により、管理すること。 

３ 建築物の用途の

適正化 

商業地域又は近隣商業地域においては、地域の活性化に寄与するた

め、当該建築物の低層階に商業施設、業務施設等を配置するよう努める

こと。 

備考 特定集合住宅等のうち、老人ホーム等又は寄宿舎の建築又は増築を目的とする開発事業に

ついては、１の項の規定は、適用しない。 

別表第３の２（第53条の２関係） 

旅館業の用途に供する建築物の基準 

種別 基準 

施設整備の措置 市長が別に定める基準により、旅館業の施設は、当該施設の周

辺における良好な生活環境を害するおそれのない構造及び設備と

なるよう整備に努めること。 

別表第４（第54条関係） 

墓地の基準 

種別 基準 

１ 自動車駐車場 開発区域内に、墳墓の区画数の100分の５に相当する数以上の数

の自動車を駐車するための部分を有する自動車駐車場を設けるこ

と。 

２ 周辺環境の保護の措置 開発区域の境界線に沿って幅員１メートル以上の緩衝緑地を設

けること。 
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別表第５（第55条の４関係） 

特定事業における景観配慮の基準 

種別 基準 

景観配慮 (１) 景観ガイドラインで定める基準により、景観配慮に努める

こと。 

(２) 地区まちづくり景観誘導基準により、景観配慮に努めるこ

と（当該地区まちづくり景観誘導基準に係る地区の区域内に限

る。）。 

 


